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１．はじめに
　マネジメント・コントロール・システムは、従業員のモチベーションを

喚起し、彼ら/彼女らから組織目標と整合的な努力を引き出すことを目的と

して設計される。これをうまく機能させるためには、管理可能かつ目的整

合的な客観的業績評価指標を設定し、それを報酬・インセンティブと対応

させることが基本になる (Lambert 2001)。しかし、多くの場合、すべての

従業員が客観的な指標のみにもとづいて評価できるわけではなく、客観的

評価による動機付けの限界もまた指摘されている。このとき、客観的指標

を補うものとして注目されるのが、主観的評価である。実際、客観的に評

価しづらいタスクに従事している従業員を評価する方法として、あるいは

客観的指標だけでは捉えられない側面を評価する方法として、直属の上司

等の主観的な判断にもとづく評価は広く用いられている。

　一方で、主観的業績評価は、あくまで評価者の主観に基づいている以

上、外部からの検証が困難となる。主観的業績評価においては、様々な評

価の歪み、いわゆるバイアスが生じうることが、多くの先行研究によって

指摘されている1。こうしたバイアスには２つの主要な分類を提示すること

1　主観的業績評価において発生しうる他の問題として、評価者と被評価者が共謀して不
当に高い評価を得るなどの「汚職」(collusion)の存在も指摘されている (Tirole 1986; 
Thiele 2013)。これは評価結果が第三者から立証不可能であるという性質を背景とし
たものである。不当に高い評価とそれに基づく報酬の高騰はプリンシパル（雇用者）
の効用を害することとなるため、この「汚職」も主観的業績評価においては重要な論
点であるといえるが、本稿の主眼はあくまで主観的業績評価における「バイアス」で
あるため、「汚職」は直接の検討対象とはしない。
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ができる。１つが、評価者が従業員の評価を不当に甘くつけてしまう寛大

性バイアス (leniency bias) である。もう１つが、評価者の付けるレーティ

ングの分散が小さくなり、多くの従業員の評価が狭い範囲の中に収まって

しまう中心性バイアス (centrality bias) である。これら２つのバイアスにつ

いては多くの研究において、その存在が認識されてきた。

　自身の評価にバイアスが生じ、業務の成果が適切に評価されづらい状況

であれば、従業員の動機づけが十分になされないことも懸念される。その

ため、主観的評価において、このバイアスの原因や影響は、先行研究にお

いても、実証や実験室実験、分析的研究など様々な研究方法を用いて盛ん

に議論されてきた。Moers (2005) は、業績評価指標の多様性、主観性と、

評価におけるバイアスの関係について、オランダ企業の人事データを用い

て実証を行っている。分析の結果、彼らは複数の客観的指標と主観的指標

を使用する場合、評価結果が圧縮され、より寛大な評価になることを提示

した。また、Bol (2011) は、オランダの金融機関の人事データを用いて、

情報収集のためのコストおよび従業員と雇用主との間の強力な関係が、中

心性バイアスと寛大性バイアスに影響を与えることを示した。彼女らは実

証の結果、中心性バイアスは成果に負の影響を与えているが、寛大性バイ

アスは現在の成果に対して負の影響を与えるという有意な結果は出なかっ

たことも提示している。Angelovski et al. (2016) は、実験室実験により、従

業員の採用経緯を区分けし、評価者のバイアスについて調査した。実験の

結果、強く推薦された従業員の評価には正のバイアスがかかり、推薦され

なかった従業員の評価には負のバイアスがかかることを提示した。Kramer 

and Maas (2020) は、西ヨーロッパのビジネススクールの学生97名を被験者

として、主観的評価に関する実験研究を行っている。彼らは、従業員の昇

進に関するバランスト・スコアカード形式の評価レポートにおいて、評価

者がより高い点数付ける傾向にあることを提示した。

　主観的評価においてこうしたバイアスが生じる原因についても、様々な

視点から多くの検討がなされている。代表例としては、評価者が特定の部

下に対して思い入れを持ち、他の部下に比較して不当に高い評価を与え
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る、「ひいき」(favoritism) を挙げることができる。こうした「ひいき」が

生じる理由についても議論がなされており、人種、性別などを説明要因と

して研究が蓄積されている。人種について、Elvira and Town (2001) は、米

国のデータを用いて、従業員の評価が、実際の生産性にかかわらず、人種

によって変わりうることを示した。また、Price and Wolfers (2010) は、米

国プロバスケットボールリーグであるNBA (National Basketball Association) 

において、審判と選手の人種の違いが審判の判定に影響を与えている可能

性について示唆している。類似の研究として、Parsons et al. (2011) は米

国のプロ野球リーグであるMLB (Major League Baseball) のデータを用い

て、球審と投手の人種（民族集団）の違いが、球審の判定に影響を与えて

いるという同様の可能性を指摘した。性別については、Goldin and Rouse 

(2000) が、米国のオーケストラの採用に関するデータを用いて、目隠しに

よるオーディションによれば、女性のミュージシャンが採用される可能性

が上昇することを提示している2。

　また、「ひいき」と類似のコンテクストで使われる概念として、部下に

対する同情や、職場の雰囲気を崩したくないなどの理由から、低い評価を

付けることに抵抗を感じたり、高い評価を付けてあげたいと感じる個人感

情の存在も指摘されている。これらは「互恵性」(reciprocity)、「利他主

義」(altruism) などの用語で説明されている。

　実証研究、実験研究は、基本的にはバイアスの存在や影響を検証するも

のであるが、その発生メカニズムについて詳細に論じたものではない。こ

うしたメカニズム等について分析しているものが、分析的研究の数理モデ

ルである。しかし、分析的方法による先行研究において、同様の用語が使

われていたとしても、このバイアスの原因が特定のエージェントに対する

ものであったり、エージェント全体に対するものであったりなど、想定

されている状況は必ずしも一様ではない。そのため、モデルの構造および

2　また、性別により主観的評価に差が出ないことを示した研究も存在する。Abrevaya 
and Hamermesh (2012) は論文査読のデータを用いて、著者と査読者の性別の違いは、
査読結果に優位な影響を与えていないことを示している。
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状況設定について相違の理解がなければ、議論に齟齬が生じることが懸念

される。したがって、主観的業績評価に関する代表的な分析的研究を概観

し、その類型を整理することは、今後の同分野の研究にも有用な知見を与

えうる。

　しかし、これまで、主観的業績評価に関して、分析的研究のモデルに立

ち入りレビューした先行研究はほとんど見られない 3。以上のような現状

を踏まえ、本論文では、主観的業績評価に関する研究のうち、特に分析的

研究の方法論を採ったものに焦点を当て、効用関数の形式やバイアスが生

じる原因、過程について整理を行う。本稿では、これらのレビューを通じ

て、主観的業績評価における論点の明確化や、今後の研究余地を探ること

を企図している。

２　本稿の分析のフレームワーク
　本稿では、先行研究の分類を行うにあたり、効用関数の構造、特にバイ

アスの原因となる変数がどのように設定されているかという点に注目す

る。バイアスが特定のエージェントのみについてかかる場合と、エージェ

ント全体に対して等しくかかる場合では、モデルの想定する状況は大きく

異なる。そのため、このバイアスの対象は誰なのかという点を、本稿にお

ける分類の１つの観点とする。

　さらに、こうした変数が、どのような原因で生じ、どのような影響を与

えるかという点も、注視すべき論点である。そのため、バイアスの対象だ

けでなく、こうした変数がどのような設定のもとに生じ、分析結果にどの

ように作用しているのかという点も、分類のための重要な視点とする。

　また、主観的評価のバイアスに関する先行研究には、Mül ler  and 

Weinschenk (2015) など複数期間を想定しモデル分析を行ったものも存在す

るが、類似の枠組内で比較の合理性を維持するために、本稿では１期間の

3　北田 (2015)は、主観的業績評価に関するレビューを行っている。当該論文は、会計
研究エリアのジャーナルに的を絞り主観的業績評価の研究の潮流を整理したものであ
るが、分析的研究における効用関数の立て方やバイアスの取扱い方に関しては直接の
検討対象とはしていない。
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みについて扱ったものを検討対象とする。

３　主観的業績評価におけるバイアスを組み込んだ分析的研究
３−１　特定のエージェントの報酬に対するバイアス

　先述したように、主観的評価においてバイアスが生じる原因の代表例と

して、評価者が特定の部下に対して思い入れを持ち、他の部下に比較し

て不当に高い評価を与える、「ひいき」(favoritism) を挙げることができ

る。これは、主観的評価においてバイアスが生じる主要な原因の１つとし

て認識され、多くの先行研究において、この「ひいき」を組み込んだモデ

ルが分析されている。特定のエージェントが不当に高い（もしくは低い）

報酬を得るように評価を行うというのが、「ひいき」のモデルの基本的な

特徴であり、こうした研究の代表的なものとして、Prendergast and Topel 

(1996) を挙げることができる。まず当該論文のモデルを追いながら、主観

的評価における「ひいき」について検討を行う 4。

　Prendergast and Topel (1996) のモデルの基本的な設定は下記のとおりで

ある。まず、プリンシパルである企業が、従業員と監督者を一人ずつ雇用

する。監督者は従業員の成果を私的に観察し、観察結果は立証不可能であ

るとする。この立証不可能性が評価の主観性を意味する。従業員の成果 y

は下記の式で与えられる。

　ここで、 eは従業員の努力投入量を意味する。αは従業員の能力を意味

し、これは平均０かつ分散σ２αの正規分布に従う(α~N(0, σ２α))。また、εsは
監督者の観察に際する誤差項であり、平均０かつ分散σ２

Ｓの正規分布に従う

4　本稿における変数等の表記については、基本的に引用元の原文に従うものとする。そ
のため、異なる意味の変数でも部分的に表記が重複しているものがあるが、同一モデ
ル内に混在するわけではないので特に混乱はきたさないと考える。また、明確な拡張
関係により完全に意味を同じくするものについては、一部表記を統一している変数も
存在する。
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(εs~N(0, σ２
Ｓ))。さらに、αとεの間に相関はない。

　従業員は下記のような指数的効用を有する。

exp

　wは従業員の賃金であり、 rは絶対的リスク回避度である。また、従業員

は eの努力を投入するために c( e)のコストを要する。ここで、監督者の効

用は次のようにモデル化されている。

　このηは正と負の両方の値を取りうると仮定され、特定の従業員に対す

る監督者の選好、つまり「ひいき」を示している。ηの事前分布は、 

η~N(0, σ２η)である。これは平均０かつ分散σ２ηの正規分布に従うことを意
味し、分散σ２ηが大きくなるほど潜在的に大きなバイアスが生じうることを
意味する。この監督者の主観的評価とは別に、プリンシパル（企業）も次

のような形で独自の主観的評価を行っている。

　企業はエージェントに対して特別な選好を有しておらず、監督者への報

酬は次式のように示されている。

　このように、企業の評価と監督者の評価の乖離にペナルティをかけるこ

とによって、監督者が「ひいき」によって、従業員に不当に高い（もしく

は低い）評価を付けることを制限している。また、このようにして行われた

監督者と企業の評価にもとづき、従業員の報酬は下記のように決定される。
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　Prendergast and Topel (1996) は、寛大性、中心性といった特定の形態の

バイアスは論点としておらず、「ひいき」を表す変数ηが存在することに

よって、「ひいき」がない場合と比較して、評価が歪むという構造のモデ

ルを分析している。上記のように、監督者の報酬は企業との評価の差に影

響を受けるため、監督者は企業の私的情報を推測することとなり、バイア

スb(η, y ,λ)を含んだ監督者の報告は次のようになる。

　ここでの e *は均衡でエージェントが投入する最適な努力水準であり、監

督者の推測する企業の私的情報は、次式で示される。

　ここで、θ＝σ２α/(σ２α+σ２Ｓ)である。(6)式に(7)式と(8)式を代入すると、従

業員の報酬は次式のようになる。

　この式の　 と　 はそれぞれ、　　　　　　　　　　　　　　　　　 で

ある。これらの式に基づき、ηを主要因とする監督者のバイアスは次式に

より選択される。

　これにより、下記の式が得られる。
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　この式から、監督者のバイアスは、エージェントに対する選好、つまり

「ひいき」の度合であるηと監督者のレポートの影響力τsについて増加的

であることがわかる。つまり、監督者は、自身のレポートが従業員の報酬

により強いインパクトを持つ場合に、より強いバイアスを生じさせる。ま

た、バイアスは、監督者と企業の評価の乖離に対するペナルティの度合い

λについては減少的であり、このλを Prendergast and Topel (1996) は「ひ

いき」の価格 (The price of favoritism) と表現している。

　Prendergast (2002) は「ひいき」について、Prendergast and Topel (1996) 

を拡張し、主観的に評価を行う監督者のもとでの最適な成果報酬や、リス

クとインセンティブのトレードオフを分析している。プリンシパル（企

業）が監督者とエージェントを雇用するという設定は共通しているが、企

業と監督者がそれぞれ独自に主観的評価を行うのではなく、あくまで従業

員の評価を直接的に行うのは監督者であるという設定を置いている。これ

は、現場の評価はトップマネジメントではなく現場の監督者が行うとい

う、より現実的な設定であると解釈できる。主観的な評価のベースとなる

シグナルyは次式の通りに表現されている。

　これを監督者が観察し、主観的評価の結果として、下記のレポートを提

出する。

　このbは、Prendergast and Topel (1996) と同様に、監督者が評価を歪ま

せた度合であり、主観的評価にある程度の恣意性が介在することを仮定し
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ている。ここでも監督者が評価を歪ませる原因となるのが、「ひいき」の

存在である。Prendergast (2002) は、監督者は特定の従業員に対する選好

を有すると仮定し、効用を下記のように設定している。

　この監督者の効用の右辺第２項までは Prendergast and Topel (1996) と

同じであるが、恣意的な歪みを制約する条件に違いがある。ここでの bは

上記の通り、監督者が評価を歪ませた度合であるが、真の成果と乖離した

評価をつけるためには、それを取り繕う (covering up) ためのコストがかか

り、また、あまりに不可解な評価を付けた場合は、監督者に解雇の可能性

も生じる。こうしたコストをここではb2/ 2として表現している。

　Prendergast (2002) は変数ηについて「利他主義 (altruism)」という用

語で説明し、「ひいき」と「利他主義」をほぼ同義で使用している。しか

し、このηは定数ではなく、エージェントによって異なるうえ、エージェ

ントの報酬に掛かる変数という設定上、「特定のエージェントの報酬に対

する」利他主義、つまり「ひいき」の意味合いが大きいといえる。

３−２　不衡平回避によるバイアス

　上述した Prendergast and Topel (1996)、Prendergast (2002) のようなモ

デルは、プリンシパルもしくは評価者がエージェントの報酬を考慮するこ

とによってバイアスが生じる点に特徴があったが、報酬ではなくエージェ

ントの効用それ自体を考慮するモデルも存在する。これらは、エージェン

トに不当に高い（もしくは低い）報酬を与えるというものではなく、エー

ジェントの効用が高くなることによって、プリンシパルの効用も高くなる

という性質のものである。先述したように、「ひいき」のモデルにおいて

も「利他主義」という用語は使われていたが、こうした設定は、より明白

に「互恵性」や「利他主義」を示していると捉えることができる。

　Grund and Przemeck (2012) は、プリンシパルの効用関数の一部にエー
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ジェントの効用がそのまま包含されるモデルを用いて、エージェントの不

衡平回避によってバイアスが生じることを分析している。当該論文は、不

衡平回避をモデル化するために、企業が一人の監督者と２人のエージェン

ト i , jを雇用するという状況を想定している。

　監督者はエージェントの真の成果pi (>0)を観察し、それに基づき、立証

不可能な成果レポート riを提示する。このレポートにより、エージェント

の報酬がWi＝w+ briという線形契約で決定される。wは固定報酬であり、b

は評価レポートにかかるボーナスレートである。ここで、双方のエージェ

ントはともに、自身の評価（報酬）がもう一方より低い場合、嫉妬のよう

な感情をもち、これが効用関数を害することとなる。これが不衡平回避で

あり、エージェント iについては、( rj  – ri)で示される。これを踏まえたうえ

で、エージェント iの効用は下記のように示される。

　ここで、αは不衡平回避にかかる係数であるが、βは自身ともう一方の

評価に差が発生した場合に、もう一方を思いやる感情や罪悪感のようなも

のを示している。特殊なケースであるが、もしα=β=０であれば、評価

は気にせず、自身の報酬のみに関心を持つことを意味する。上式で Grund 

and Przemeck (2012) はβ< 1を想定しているが、これはエージェントがあ

くまで他者よりも自身の効用を重視するという状況をモデル化するためで

ある。

　監督者は自身のレポートの正確に関心を持ち、自身の観察した評価とレ

ポートが乖離すると v( ri  – pi)のコストが生じるものと仮定する。これは監

督者の一定程度の倫理的行動のモデル化として説明されている。さらに、

監督者はエージェントとの衝突を避けるため、職場の雰囲気を悪くしたく

ないなどの理由から、エージェントの効用にも配慮している。この配慮の
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強さはμで表され、監督者の効用関数は下記のように示されている。

ただし、　　　である。

　Grund and Przemeck (2012) は、本モデルの分析の結果から、双方の成

果が異なる場合 ( pi  > pj)、不衡平回避の度合いと成果の差が十分に大きけ

れば、監督者は双方で異なりはするが、不衡平回避に配慮したレポートを

提示し、十分に大きくなければ双方で同一のレポートを提示することを示

した 5。異なる評価を付ける場合も、不衡平回避を考慮し、報酬の差を埋め

ようとする評価戦略がとられており、これが中心性バイアスを意味する。

また、異なる評価が付けられる場合、真の成果より高いレポートが提示さ

れることとなり、双方の評価を調整する場合も、優れたエージェントの下

方修正と劣ったエージェントの上方修正の合計は常に正となる。この状況

が、寛大性バイアスの発生を意味する。また、同一の評価が付けられる場

合でも基本的には同様で、低い成果のエージェントの評価も寛大性により引

き上げられることとなるが、その度合いは不衡平回避の程度に依存する。

　監督者の、エージェントの効用への考慮については、先述した

Prendergast and Topel (1996)、Prendergast (2002) で示されている「エー

ジェントの報酬への配慮」という要因と大きくは違わない。しかし、エー

ジェント間の不衡平回避がこれら中心性、寛大性バイアスの原因となりう

るという結果を示したことは、当該研究の特徴であるといえる。

３−３　効用関数がプリンシパルとエージェントの間で相互に入り込むモデル

　Dur and Tichem (2015) は、経営管理者（プリンシパル）と従業員（エー

5　言い換えれば、　　　　　　　　　　であれば、監督者は　　　　　　　　　　　お
よび　　　　　　　　　　　　  を提示する。　　　　　　　　　　であれば、

 　　　　　　　　　　　　　　　　を提示する。
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ジェント）の間の利他主義が、最適契約にどのような影響を与えるかを分

析している。当該論文は、本文中では一貫して利他主義 (altruism) という

用語を用いているが、効用関数の設定上、プリンシパルおよびエージェン

トの効用の一部に互いの効用がそのまま入るという構造になっているた

め、特に「互恵性 (reciprocity)」のモデルであると解釈できる。Dur and 

Tichem (2015) では、１人のプリンシパルが１人のエージェントを雇用す

る状況が設定されており、両者がともにリスク中立的であると仮定されて

いる。まず、プリンシパルの効用は次のように設定されている。

　ここで、πはエージェントの努力 eによって得られる成果 q(e)から、

エージェントへの支払い wを控除したものを意味し、π≡ q(e)– wと表

される。加えて、Uはエージェントの効用であり、γはプリンシパルの

エージェントに対する選好や利他性を意味する。この部分だけを見ると、

Prendergast and Topel (1996) のような「ひいき」のモデルと類似している

ように感じるが、Dur and Tichem (2015) は次式で示されるエージェントの

効用関数に特徴を見出すことができる。

　ここで、 uは支払われた報酬から努力コストを控除したエージェントの

私的効用を意味し、u≡w– θ eと表されている。重要となるのが次のαΠで

ある。Πは既述のように、プリンシパルの効用であり、αはエージェント

のプリンシパルに対する利他性を意味する。つまり、プリンシパル、エー

ジェント双方の効用関数に互いの効用が含まれているのである。こうした

双方向の利他性がまさに「互恵性」を直接的に表していると解釈できる。

　また、双方の利他性であるαおよびγはこの関係に特定的な変数であ

り、ともに双方から観察可能であると想定されている。さらに、どちらも
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自身の効用以上には他者の効用を重視しておらず、α,γ∈(–1, 1)と設定され

ている。これら設定および、双方の効用が互いの効用に入り込むという構

造から、プリンシパルおよびエージェントの効用関数は次のように表現さ

れる。

　これら効用関数のもとで、エージェントは努力水準 eを低水準か高水

準のバイナリで選択する。つまり、 e∈{0, 1}と表記される。エージェント

が高水準の努力を選択するためのコストはθであり、実現する成果量 qは
q= H、低水準の場合は０であり、実現する成果量qはq= Lと設定されてい

る。この努力と成果の評価が主観にもとづいて行われ、第３者からの立証

が不可能という設定が置かれている。

　分析の結果、Dur and Tichem (2015) は、利他主義は解雇の脅威による圧

力を弱めさせ、ボーナスによるモチベーションを強くさせることを提示し

た。この２つのメカニズムは、特に、より強い利他主義はより高いボーナ

スを導出し、利他主義が弱まると、生産性とプレイヤーの効用を増加させ

ることを含意している。

３−４　エージェント全体に対する「利他主義」

　既述のように、バイアスが生じうる主要な原因の１つとして、多くの先

行研究においては、「利他主義」という概念が説明されている。これは、

評価者が様々な理由から、エージェントに高い評価をつけたがる、もしく

は、低い評価を付けることに抵抗を感じるというものである。本稿ですで

に検討した Prendergast and Topel (1996) などは、この「利他主義」を、特

定のエージェントに対して掛かる変数としてモデル化し、「ひいき」とい

う用語でも説明していた。
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　しかし、分析する状況によっては、「利他主義」を、すべてのエージェ

ントに対して同様に作用する変数と設定している研究も存在する。このよ

うな設定における「利他主義」は、「ひいき」の文脈で扱われていたもの

とは大きく性質が異なり、評価者自身の本来的な特性のような意味合いで

捉えることができる。本項では、こうしたエージェント全体に対して等し

く「利他主義」が発揮されるモデルを検討する。

　Golman and Bhatia (2012) は、評価者の効用にエージェント全体に対する

利他主義を組み込み、主観的業績評価における評価戦略について分析して

いるが、その過程のなかで、中心性バイアスと寛大性バイアスが発生する

構造を提示している。

　プリンシパル（経営管理者）は、評価者と、あるエージェント（従業

員）と雇用契約を結ぶ。従業員は真の能力 xiを有し、これは実数とする。

プリンシパルは、この xiを直接的に知ることはできないが、どのように分

布しているかは知っているものとする。ここでは、平均 xで、分散 θ2の正

規分布に従うと仮定する(x i~N(x, θ2))。この分布は事前知識であるが、そ

の後、評価者はエージェントの成果に関するシグナル yiを受け取る。この

シグナルは、エージェントの真の能力 xiに依存し、それにσ2の不確実性が

加わったものとして、 yi~N(xi, σ2)とする。つまり、 yiは平均 xi、分散σ2の

正規分布に従うとする。

　エージェントの成果に関するシグナル yiを受け取ったのち、評価者は主

観的な評価である zi（これも実数）を付ける。ここで、評価者の効用は次の

ように仮定される。

　ここで、λは１より大きいことが仮定され、「評価者が、主観的に本来

より高い評価を付ける場合と比較し、低い評価を付けることに相対的に抵

抗を感じる」という状況がモデル化されている。このλが、バイアスが生
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じる直接の原因となる 6。この状況は、特に評価者が残余請求者 (residual 

claimant) でない場合に発生し、その原因は従業員に対する共感や同情、職

場の雰囲気などの要因で説明されている 7。

　分析の結果、プリンシパルの主観的な評価戦略はζ( yi)という関数形で表

現され、その詳細は下記の通りとなる。

ただし、　　　は誤差関数である。erf

erf

　上式の右辺の成果の第２項 θ2/(σ2+θ2)が中心性バイアスとして説明され

ている。シグナル yiの分散はσ2+θ2 であり、エージェントの能力 xiの分散

は θ2 である。そのため、シグナルの方がノイズが大きく、これらの分散の

バランスを取るために、プリンシパルの評価戦略は平均に向かって圧縮さ

れることになる。

　また、右辺の最終項が寛大性バイアスとして説明されている。これは、

σ,θ,λによって増加することとなる。もし、プリンシパルが低評価と高評

価を無差別に考える (λ=1) 場合、この項は０となるが、低評価を付けるこ

とに抵抗を感じれば感じる（λが大きくなる）ほど評価は上昇することに

なる。

３−５　タスクの選好によるバイアス

　これまでに検討した研究の多くは、「ひいき」や「利他主義」、低評価

を付けることに抵抗を感じるなど、人物に対する感情をバイアスの源泉と

して捉えたものであった。しかし、Delfgaauw and Souverijn (2016) はこう

6　ここで、仮にλ＝ 1であれば、プリンシパルは高い評価を付けることと、低い評価を
付けることは無差別であるため、バイアスは生じない。

7　ただし、評価指標の不確実性が0（σ＝0）であれば、実質的にプリンシパルはエー
ジェントの能力を直接観察できるため、バイアスは生じず、 xi= yi= ziが最適となる
(Golman and Bhatia 2012)。
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した人物に対するものではなく、業務（タスク）の選好を、バイアスを生

じさせる変数として組み込み分析を行っている。Delfgaauw and Souverijn 

(2016) はプリンシパルが１人のエージェントと１人の監督者を雇用して、

２つの業務 (1, 2) に従事させるというマルチタスクの状況を想定してい

る。エージェントと監督者の外部効用は０であり、双方ともに有限責任制

約に守られているため、エージェントの報酬wAおよび監督者の報酬wsは０

以上でなければならない。この状況下で、プリンシパルの効用関数は下記

のように設定されている。

　ここで e1, e2はそれぞれの業務に対し、エージェントが投入した努力を意

味する。この効用関数から明らかなように、プリンシパルにとってはどち

らの業務も等しく価値を持つ。また、エージェントの効用は、受け取った

報酬から努力コストを控除したものとして、次のように示されている。

　ここで、プリンシパルはエージェントの努力を直接的に観察はできない

が、監督者、エージェントがそれぞれに特定のタスクに対して選好を有す

ると仮定している。また、これはあくまでタスクに対する選好であり、特

定のエージェントなどの人物に対する選好ではない。

　プリンシパルはエージェントの努力を直接観察することはできず、努力

に依存する立証可能な業績評価指標mに頼ることとなる。しかし、この指

標は、下記の式で表現されるように、特定のタスクに評価の比重が偏るバ

イアスがかかっている。
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　ここで、φ∈［0, 1］であり、これが 1/2 でなければ、どちらかのタスクに選

好が偏ることとなる。また、ここで、この評価指標mは完全に信頼はでき

ないという仮定も置かれている。これは、エージェントが努力を投入後、

(1－q) の確率で、コストを伴わずmを自身の望む水準に操作できると仮定

することによりモデル化されている。

　監督者の業務は、エージェントをモニターすることのみであり、 pの確

率で、エージェントにより投入された努力 e 1、 e 2を観察することができ

る。監督者が観察した情報自体はソフトであり立証不可能であるが、この

観察にもとづき、レポート rを作成する。このレポートがエージェントの報

酬の基礎となるが、これはチープトークであり、どの水準でも作成するこ

とができる。監督者はエージェントの操作については直接的に観察するこ

とはできないが、努力水準からある程度推測することはできる。

　監督者もエージェントの特定のタスクについて選好を持つ 8ものとし、監

督者の効用は次式で表記される。

　また、η∈［0, 1］であり、これも 1/2 でなければ、監督者の選好はどちら

かのタスクに偏ることとなる。このような構造のもとで、エージェント

の報酬wAは、測定された成果mと監督者のレポート rにもとづいて決定さ

れ、客観的な成果報酬 b(m)と監督者の主観を含む c(m, r) によって構成さ

れるため、次のように表記される。

　分析の結果、彼らは、監督者が主観的評価を通じて、部下（エージェン

ト）を、組織（プリンシパル）の目的と整合しない活動へ誘導しうること

8　この選好の原因としては、キャリアコンサーン、専門職としての責務、タスクの成果
に対する内在的な考慮などが挙げられている (Delfgaauw and Souverijn 2016)。
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を提示した。この監督者の行動は、立証可能な成果をうまく利用するこ

とにより緩和できるが、監督者の選好がより歪んでいる（つまりη>φ）

場合、完全に排除することはできない。こうした結果から、プリンシパル

は、監督者の選定について、能力は低いがタスクの選好が歪んでいない者

と、能力は高いが選好の歪みも大きい者というトレードオフに直面するこ

とが示されている。

　Delfgaauw and Souverijn (2016) においては、エージェントおよび監督者

のタスクの選好である、φ,ηがバイアスの原因となる。彼らも中心性バイ

アス、寛大性バイアスという用語には言及しておらず、論点は、エージェ

ントと監督者がプリンシパルと整合しないタスクへの選好を持つために、

プリンシパルはそれを考慮したうえで契約を設計しなければならないとい

うものである。これまで見てきたように、主観的業績評価においては、多

くの先行研究が、人物の評価やそれに伴う報酬や効用に対してバイアスが

かかることを想定しているが、特定のタスクへの選好がバイアスの原因と

なるという分析を行ったことは、当該研究の大きな特徴であるといえる。

４　考　察
　本稿では、ここまで、主観的業績評価におけるバイアスについて、代表

的な先行研究の、特に効用関数に注目し検討を行ってきた。主観的業績評

価に関しては、実証研究、理論研究を含む多くの先行研究において、評価

者にバイアスが生じることが指摘されている。しかし、バイアスの原因お

よび、発生過程については、先行研究において多様なモデル化がなされて

いる。そのため、同様、もしくは類似の用語が使われていても、モデルに

よって想定している状況およびバイアスの概念は少し異なる。

　まず、これまでの検討でも明らかなように、バイアスの原因となるプリ

ンシパルもしくは監督者の心因的な変数を、同じ「利他主義 (altruism)」

という用語で説明していても、それが特定のエージェントに対するものな

のか、それとも全てのエージェントに対し等しく影響を与えるものなのか

によって、意味合いは大きく変わってくる。Prendergast (2002) と Golman 



主観的業績評価におけるバイアス：分析的研究のレビューに基づく考察 — 83 —

and Bhatia (2012) は、バイアスの原因となる変数を、同様に「利他主義

(altruism)」という用語で説明している。しかし、Prendergast (2002) は

Prendergast and Topel (1996) と同様に、特定のエージェントに対する「利

他主義」、つまり「ひいき (favoritism)」の概念を想定しており、Golman 

and Bhatia (2012) は、エージェント全体に等しく影響する、評価者の本来

的な特性のようなものとして「利他主義」を想定している。

　また、Dur and Tichem (2015) も一貫して「利他主義」という用語を使っ

ているが、彼らのモデルでは、プリンシパルとエージェントの効用関数に

互いの効用が組み込まれ、それらに対して相互に「利他主義」が影響して

いる。そのため、Dur and Tichem (2015) で用いられている「利他主義」

は、他のものと異なり、より「互恵的」な特徴を有しているといえる。さ

らに、Dur and Tichem (2015) は、「互恵性」による評価の歪みを分析に含

めてはいるが、本文中で一度もバイアスという用語では説明していないと

いう特徴もある。このように、同じ「利他主義」という用語でも、設定に

より、その意味するものには相違があることがわかる。

　次に、主観的に評価を行う評価者がプリンシパルなのか、それとも、あ

くまでプリンシパルに雇用された監督者なのかという点にも注意が必要で

ある。Prendergast and Topel (1996)、Grund and Przemeck (2012)、Golman 

and Bhatia (2012)、Delfgaauwand Souverijn (2016) は、プリンシパルが監

督者とエージェントをそれぞれ雇用するという設定を行っているが、Dur 

and Tichem (2015) は、プリンシパル自身が評価者となっている。雇用さ

れた監督者は、エージェントと同じく、自身の評価にもとづきプリンシパ

ルから受け取る報酬によって効用が決定されるが、評価者自身がプリンシ

パルである場合は、エージェントに努力を促すことが自身の効用につなが

る。そのため、これは、監督者の効用関数および評価戦略に直接的に関連

する設定であり、主観的業績評価のモデルを参照するにあたり、認識して

おくべき重要な着眼点となる。

　これらに加え、バイアスの原因とそれらが生じる過程も注目に値する。

本稿の冒頭でも述べたように、多くの先行研究は、主観的業績評価におけ
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るバイアスを、中心性バイアス、寛大性バイアスという２つの概念で論

じており、Grund and Przemeck (2012)、Golman and Bhatia (2012) も、

分析の結果としてこれら２つのバイアスが生じることを提示している。し

かし、その原因、発生過程の解釈は異なっている。Grund and Przemeck 

(2012) は、エージェント間の不衡平回避と評価者の「特定のエージェン

トに対する利他主義」をこれらバイアスの原因としており、Golman and 

Bhatia (2012) は、評価者の低評価を付けることに対する抵抗（「全ての

エージェントに等しく影響する利他主義」）が原因となっている。分析的

研究の効用関数まで遡り、こうしたバイアスの原因や発生過程の多様性お

よび詳細を認識することは、実証的な研究を行う際などに有用な視座とな

るといえよう。

　本稿のレビュー結果をまとめると、下記の表のように整理することがで

きる。
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バイアスの原因 バイアスの対象 評価者の立場 主な分析結果とバイアスの影響

Prendergast 
and Topel
(1996)
Prendergast 
(2002)

「ひいき」の
変数であるη

特定のエージ
ェント

プリンシパルが
評価者を雇用

監督者のバイアスは、「ひいき」の度
合と監督者のレポートの影響力につい
て増加的。つまり、監督者は、自身の
レポートが従業員の報酬により強いイ
ンパクトを持つ場合に、より強いバイ
アスを生じさせる。また、バイアス
は、監督者と企業の評価の乖離に対す
るペナルティの度合いについては減少
的。

Grund and 
Przemeck 
(2012)

２人のエージ
ェント間の評
価の差である
(ri- rj)と、監督
者がエージェ
ントの効用に
配慮するμ

(ri- rj)はエージ
ェントによっ
て異なるが、
μは２人のエ
ージェントに
等しくかかる

プリンシパルが
評価者を雇用

双方の成果が異なる場合、不公平回避
の度合いと成果の差が十分に大きい場
合、監督者は双方で異なりはするが、
不公平回避に配慮したレポートを、十
分に大きくなければ双方で同一のレポ
ートを提示する。
異なる評価を付ける場合、不公平回避
を考慮し、報酬の差を埋めようとする
評価戦略がとられる（中心性バイア
ス）。異なる評価が付けられる場合、
真の成果より高いレポートが提示され
る（寛大性バイアス）。同一の評価が
付けられる場合も低成果エージェント
の評価も寛大性により引き上げられる
こととなるが、その程度は不公平回避
の程度に依存。

Dur and 
Tischem 
(2015)

プリンシパル
とエージェン
トが双方の効
用に配慮しあ
うαとγ

特定のエージ
ェントおよび
プリンシパル

プリンシパル自
身が評価者

利他主義は解雇の脅威による圧力を弱
めさせ、ボーナスによるモチベーショ
ンを強くさせることを提示。

Golman and 
Bathia (2012)

プリンシパル
（評価者）が
低評価を付け
ることに抵抗
を感じるとい
うλ

エージェント
全体

プリンシパルが
評価者を雇用

エージェントの能力と成果のシグナル
では、成果のシグナルのほうが分散
（ノイズ）が大きいため、これらのバ
ランスをとるために、プリンシパルの
評価戦略は平均に向かって圧縮される
（中心性バイアス）。
プリンシパルが低評価を付けることに
少しでも抵抗を感じれば、評価戦略は
真の成果よりも上昇することとなる
（寛大性バイアス）。

Delfgauuw and 
Souverjn 
(2016)

監督者および
エージェント
の業務に対す
る選好φとη

特定のタスク プリンシパルが
評価者を雇用

監督者が主観的評価を通じて、エージ
ェントを、プリンシパルの目的と整合
しない活動へ誘導しうる。この監督者
の行動は、立証可能な成果をうまく利
用することにより緩和できるが、監督
者の選好がより歪んでいる場合、完全
に排除することはできない。
プリンシパルは、能力は低いがタスク
の選好が歪んでいない監督者と、能力
は高いが選好の歪みも大きい監督者と
いうトレードオフに直面する。

表１　本稿のレビューの整理
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５　結　論
　本稿では、分析的研究の方法論が採られた代表的な研究についてレ

ビューを行い、主観的業績評価において発生するバイアスについて整理、

検討を行った。本稿の考察の結果、「利他主義」のように、同様の用語を

使用していても、モデルによって前提としている思考は異なっていること

がわかる。この「利他主義」が特定のエージェントに対して生じているの

か、すべてのエージェントに対して等しく生じているのかによって、その

意味するところや分析結果への影響は大きく異なる。

　また、分析結果に中心性、寛大性といった同様のバイアスが提示されて

いても、その原因や発生過程の解釈はモデルの設定により多様である。加

えて、プリンシパル自身が評価者なのか、それともあくまでプリンシパル

に雇用された監督者なのかという点も、評価戦略に直結する設定であり、

重要な着眼点として指摘できる。

　上述した内容を踏まえ、分析的研究においてモデルの拡張を試みる際

も、実証研究のための仮説設定を行う際も、先行研究の設定および分析

結果を参照する際には、使用されている用語のみで判断するのではなく、

こうした変数がどのように使われているかを正しく認識する必要性が指摘

できる。これらの相違は、先行研究の効用関数の設定を検討することによ

り峻別可能であり、この整理や明確化が本稿の主要な目的であったといえ

る。
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